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2017/10/161. 失効・復活について

■更新方法

指導者資格を継続的にご利用いただくためには、以下の手続きが必要となります。

定められた期限までに必要なお手続きをされなかった場合、資格が失効状態となり、

有効な資格としてご利用いただくことができなくなります。

■失効の種類

①登録料のお支払い
②リフレッシュポイントの獲得(C級以上)

・未納失効(登録料未納)
・未達失効(リフレッシュポイント未達)
・未納未達失効(登録料未納かつリフレッシュポイント未達)

■失効からの復活について

資格が失効状態になった場合でも、半年の猶予期間内にお支払いやポイント獲得の

お手続きを行なっていただくと、資格が復活となります。

※必要なお手続きをされないまま半年の猶予期間を過ぎてしまった場合、該当資格は完全失効となり、

復活させることはできません。資格が必要な場合には、再度養成講習会を受講し、新規で資格を取り直す必要があります。
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■未納失効と復活について

定められた期間内に翌年分の登録料をお支払いいただけなかった場合、登録料未納のため、

資格が更新されず未納失効状態となります。

(登録料のお支払い方法やお支払いが可能な時期は各指導者によって異なります。)

復活をご希望の方は、未納失効から半年の猶予期間内に登録料をお支払いください。

2. 未納失効

例：①資格の登録期間が「2014/03/01～2015/02/28」の場合

●通常のお支払い時期は、
2015/01/01～2015/02/28までの2ヶ月間
(口座振替の場合は、1月下旬にお引き落とし)

●この期間内にお支払いがされなかった場合…
→2015/03/01より資格が未納失効状態となり、
②「現時点では有効期間外の資格があります。」
のメッセージが表示されます。

●未納失効から資格を復活させるためには…
→③資格復活可能期限「2015/08/31」（半年の猶予期間）までに
お支払いが必要です。

※復活後の登録期間は、復活のタイミングに関わらず、
本来の更新時期に遡っての有効期間となります。

＜KICKOFFマイページの確認方法＞

①

②

③
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2017/10/162. 未納失効

■登録料お支払い方法について

半年の猶予期間内に、KICKOFFからお支払いをしてください。

＜KICKOFFからの登録料お支払い手順＞

①KICKOFFにログイン、画面左部のメニューから［指導者］をクリック

②すぐ下に表示される［指導者登録料支払］をクリック

③お支払いの詳細画面で技能区分や金額を確認し［申込み］をクリック

④表示される確認メッセージで［OK］をクリック

※この時［OK］をクリックしても画面が切り替わらない場合は、

ご利用端末の設定でポップアップがブロックされている可能性があります。

設定を解除後、再度お試しください。

⑤お支払い方法をコンビニ・ペイジー・クレジット払いより選択し、

お支払いしてください。(コンビニまたはペイジー払いを選択された場合、

お手続き完了後から、1週間がお支払いの期限となります。この期限を

過ぎてしまった場合、再度①からお手続きをやり直す必要があります。)

⑥お支払い完了の情報がKICKOFFに反映された翌日に、資格が復活します。

※登録料のお支払い方法が口座引落しの方であっても、以降の登録料お支払い方法はKICKOFF支払いへ

自動的に切り替わります。

＜画面イメージ＞

①

②

③

④
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■未達失効と復活について

定められた期間内にリフレッシュポイントが必要獲得数に達しなかった場合、

リフレッシュポイント未達のため、資格が更新されず未達失効状態となります。

(リフレッシュポイント有効期間は各指導者によって異なります。)

復活をご希望の方は、未達失効から半年の猶予期間内に不足ポイントを獲得してください。

※未達失効となった場合、ペナルティとして10ポイントが課されるため、

復活後のリフレッシュポイント有効期間には、50ポイントの獲得が必要となります。

3. 未達失効

例)：①リフレッシュポイント有効期間が
「2011/07/01～2015/06/30」の4年間の場合

●この期間内に②必要獲得リフレッシュポイントを獲得できなかった場合…
→2015/07/01より資格が未達失効状態となり、
③「現時点では有効期間外の資格があります。」のメッセージが
表示されます。

●未達失効から資格を復活させるためには…
→④不足ポイント獲得期限「2015/12/31」（半年の猶予期間）までに
お支払いが必要です。

※復活後の登録期間は、復活のタイミングに関わらず、
本来の更新時期に遡っての有効期間となります。

＜KICKOFFマイページの確認方法＞

①

②

③

④
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2017/10/163. 未達失効

■不足ポイントの獲得方法について

半年の猶予期間内に、リフレッシュ研修会を受講して、不足分のリフレッシュポイントを

獲得してください。

※未達失効となった場合、指導ポイントを不足ポイントの獲得に利用することはできません。

＜リフレッシュ研修会申込み手順＞

①KICKOFFにログイン、画面左部のメニューから［指導者］をクリック

②すぐ下に表示される［講習会・研修会］をクリック

③さらにその下に表示される［講習会・研修会申込み］をクリック

④講習会・研修会の検索画面で、技能区分や講習会・研修会区分を設定し、［検索］ボタンをクリック

⑤検索結果から希望の研修会へお申込み後、当日受講します。

⑥研修会へ参加後、研修会の担当者がリフレッシュポイント付与の作業を行うと、ポイントが加算されます。

⑦復活期限内に不足分のポイントをすべて獲得し、加算されると資格が復活します。

＜画面イメージ＞

①

②

③ ④
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■未納未達失効と復活について

定められた期間内に翌年分の登録料をお支払いいただけず、かつリフレッシュポイントが

必要獲得数に達しなかった場合、登録料未納とリフレッシュポイント未達のため、

資格が更新されず未納未達失効状態となります。

復活をご希望の方は、未納未達失効から半年の猶予期間内に必要な手続きを行なってください。

4. 未納未達失効

例：①資格の登録期間が「2014/03/01～2015/02/28」、
②リフレッシュポイント有効期間が
「2011/03/01～2015/02/28」の4年間の場合

●通常のお支払い時期は、
2015/01/01～2015/02/28までの2ヶ月間
(口座振替の場合は、1月下旬にお引き落とし)

●期間内にお支払いとポイント獲得がされなかった場合…
→2015/03/01より資格が未納未達失効状態となり、
③「現時点では有効期間外の資格があります。」のメッセージが
表示されます。

●未納未達失効から資格を復活させるためには…
→④資格復活可能期限「2015/08/31」（半年の猶予期間）までに
まず登録料を支払い、未納状態が解消されたのち
不足分のポイントを獲得する。

＜KICKOFFマイページの確認方法＞

※復活後の資格有効期間は、復活のタイミングに関わらず、本来の更新時期に遡っての有効期間となります。

①

②

③

④
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■復活に必要な手続きついて

未納未達失効から資格を復活させる場合、まず最初に登録料のお支払いが必要です。

お支払い完了の翌日に未納状態が解消した後、リフレッシュ研修会への申込み手続きを行なってください。

※未納状態のままでは講習会・研修会の検索やお申し込みができません。

4. 未納未達失効

＜未納未達失効からの復活手順＞

①まず最初にKICKOFFから登録料を支払う

→KICKOFFからの登録料お支払い方法へ(P4参照)

お支払い完了の情報がKICKOFFに反映されると、翌日自動的に未納状態が解消されます。

②資格が未達失効のみの状態になったことを確認後、リフレッシュ研修会へ申込む

→不足ポイントの獲得方法へ(P6参照)

復活期限内に不足分のポイントをすべて獲得し、加算されると自動的に資格が復活します。

※次のリフレッシュポイント有効期間には、50ポイントの獲得が必要となります。


